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防　衛　省　防　衛　研　究　所　仕　様　書　

件　名 車両管理業務 作　成 企画部総務課

１．２　この仕様書において、契約相手方を「乙」、官側を「甲」という。

２　役務期間等

　　（４）旅客自動車事業運輸規則　　　（昭和３１年運輸省令第４４号）

２．１　期　間

　　　　令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）

２．２　場　所

１　適用範囲

　　この仕様書は、防衛省防衛研究所における車両管理業務について規定する。

１．１　引用文書

　　（１）道路輸送車両法　　　　　　　（昭和２６年法律第１８５号）

　　（２）自動車点検基準　　　　　　　（昭和２６年運輸省令第７０号）

　　（３）行政機関の休日に関する法律　（昭和６３年法律第９１号）

　　　　勤務日及び勤務時間外にも業務を遂行させることができるものとし、その際の時間外

　　　　管理料の時間計算は、分単位とし、１ケ月の合計時間が３０分以上の場合は、１時間

　　　　に切り上げ、３０分未満の場合は、切り捨てるものとする。

　　（２）本役務期間中の時間外勤務は、２０時間を予定する。

　　　　行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）に定める休日及び甲が特に

　　　指定した日は、業務を行わない。

５．２　勤務時間

　　　　８時３０分から１７時１５分(うち休憩１時間(原則１２時から１３時)を含む。)とす

５．３　勤務時間外勤務

　　（１）甲は、前各号の規定に関わらず、甲の業務の都合により必要があると認めた場合、

　　　る。

４　検査項目

　　第５項及び第６項について、検査する。

５　勤務に関する事項

５．１　勤務日

　　　　防衛省　防衛研究所（東京都　新宿区　市谷本村町　５－１）

２．３　人　数

　　　　１　名

３　納　期

　　令和９年３月３１日（水）

５．４　待機場所

　　　る。

　　　　車両管理員の待機場所は、防衛研究所庁舎（Ｆ２棟２階）総務・管理係執務室隣とす



／

　　　　検印受

　　（４）日本国籍を有する者であること。

　　（２）車両管理員が業務履行中に発生させた事故の処置に関する業務

　　（３）自動車等の保険に関する事務

　　（４）その他、甲が指定する車両運行に関する業務

６．６　車両運行業務に関する指示

　　（１）業務の履行に際し、車両管理責任者から車両管理員へ指示するものとし、車両管理

　　　　員は、その指示に従う。

　　（２）別紙第２「業務系統図」

　　（３）車両の保守及び日常点検

　　（４）洗車、ワックスがけ等の清掃及び車両内の整理整頓

　　（５）別紙第１「自動車運転日報」の作成及び車両管理責任者への提出

　　（６）その他、甲が指定する車両運行に関する業務

６．５　車両管理責任者及び乙が実施する業務

　　（１）車両管理員が作成した別紙第１「自動車運転日報」のとりまとめ及び甲への送付・

　　　　その承認を受けるものとする。

　　（６）甲が、車両管理員としての要件を満たしていないと判断した場合、乙は、代替者を

　　　　提示し、甲の承認を受けるものとする。

６．４　車両管理員が実施する業務

　　（１）車両運行

　　（２）甲が指定した給油所での燃料給油

６．１　車両管理責任者及び車両管理員の指定

　　　　乙は、６．４の業務を実施するにあたり、自己の権限を受託し、業務を管理する車両

　　　管理責任者及び車両管理員(代替者含む(代替者は、事前登録した者に限る。)。)を定め、

　　　下記の事項を含めて書面にて契約後速やかに甲へ提出する。また、変更が生じた場合は、

　　　速やかに甲へ報告・訂正する。

　　（１）経歴書

２ ６

６　業務に関する事項

　　（２）３年以上の運転管理（車両操縦）の実務経験を有する者

　　（３）甲が（１）又は（２）と同等と認めた者

６．３　車両管理員の選定

　　（１）車両管理員は、普通自動車免許取得後、５年以上経過した者とする。

　　（５）乙は、車両管理員に業務を履行できない理由が発生した場合、速やかに甲と協議し、

　　（２）運転免許証の写し

　　（３）緊急連絡先

　　（４）令和７年度に実施した健康診断結果

６．２　車両管理責任者の指定

　　　　車両管理責任者は、以下の資格を保有する者を指定する。

　　（１）国が定める安全運転管理者の選任を受け、運転管理の実務経験１年以上有する者

　　（２）令和８年４月１日現在、満年齢７０歳未満であり、心身ともに健康で運転業務に支

　　　　障のない者であること。なお、６５歳以上の者にあっては適齢診断（旅客自動車事業

　　　　運輸規則に定める国土交通省認定したものをいう。）を受診させ、異常がないと認め

　　　　られた者であること。

　　（３）車両管理業務にふさわしい清潔な身なり（頭髪含む）及び服装であり、言葉使い、

　　　　行動に対し品位を保てる者であること。
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　　ア　対人賠償　　　無制限

　　イ　対物賠償　　　３００万円以上

　　ウ　対搭乗者賠償　１０００万円以上

　　エ　車両賠償　　　査定額

トヨタ　ハイエース 練馬３０２　そ　１２７ 2693cc
R1.8.30

R8.8.29

トヨタ　クラウン 練馬３０１　る　４３２５ 2490cc
H29.8.28

R8.8.29

トヨタ　カムリ 練馬３０２　す　５９２６ 2487cc
R1.10.30

R7.10.31

　券の写しを提出する。

（１）運転者年齢条件及び限定運転手

７．２　上記以外の車両を使用する場合

６．７　日常点検整備の実施

３ ６

　　　　乙が指定する車両管理員は、勤務日の車両運行開始前に道路運送車両法（昭和２６年

　　　法律第１８５号）第４７条の２に基づき、日常点検整備を実施する。

ニッサン　セレナ
（更新後の後継車含む）

練馬５０１　ゆ　６１７ 1990cc
H27.10.9

R8.10.13

７　車両に関する事項

７．１　車両管理員が業務履行時に使用する車両は、下記の車両とする。

６．８　健康診断の結果報告

　　　　乙は、車両管理員の定期健康診断を年度内に１回以上実施し、その結果を甲へ報告す

　　　る。　　　

　　　　また、業務履行中（運行中）等に異常を発見した場合は、速やかに甲に報告する。

登録年月日

有効期間満了日
車　　種 車　　番 排気量

　　　　甲の都合及び上記に示す車両が修理等により使用できない場合は、甲が提供する代替

　　　車にて業務を実施する。

７．３　車両保管場所

８．２　損害負担

　　　　乙は、業務履行中に甲及び第三者に損害を及ぼした場合、その損害を賠償する。

９　自動車任意保険への加入に関する事項

　　　　車両保管場所は、甲が保有する駐車場とする。

８　事故及び損害に関する事項

８．１　事故報告

　　　　車両管理員は、業務履行中に事故が発生した場合、速やかに車両管理責任者及び甲に

　　　状況を報告するとともに、乙は、甲に対して事故に係る措置の状況について報告するも

　　　のとする。

（４）担保種目及び保険金額は、以下の通りとする。

　　乙は、甲の車両に対し、以下の条件の下に自動車任意保険を締結し、速やかに甲に保険証

（３）代替者が運行した場合にも保険が適用される。

（２）契約期間中に車両の更新等があった場合、その車両にも適用させることができる。
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（１）有料道路通行料

（２）車検及び定期点検整備（自動車重量税及び点検整備に必要な油脂類及び消耗品含む。）

10　甲が負担する費用に関する事項

　　次の各号に関する費用は、甲が負担する。

11　その他

　　仕様書及びこれによる他疑義が生じた場合、速やかに甲と協議するものとする。

（３）燃　料

（４）タイヤ、バッテリー、ラジエター液、ベルト類、タイヤチェーン、エアコン等の修理

　　及び調整

（５）乙の責任によらない修理

（６）洗車用品及びワックス等の消耗品類

（７）その他、業務履行に必要な消耗品類及び光熱水料



車両管理責任者
確　　　認

官 側 確 認 日 報 日 付

始 業 時 刻

終 業 時 刻

時 間 外 勤 務 時 間

① 出 庫 時 メ ー タ ー

氏名 ② 入 庫 時 メ ー タ ー

氏名 本日走行キロ（②－①）

到着地 開始 終了

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

　　時　　分 　　時　　分

運転前点検実施
車両管理員

１　ブレーキ 　□亀裂及び損傷がないこと。 ５　灯火装置及び方向指示器
　□ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、 　□異状な摩耗がないこと。 　□点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及
　　 ブレーキのききが十分であり、かつ、 　□金属片、石その他の異物がないこと。       び損傷がないこと。
　　 片ぎきがないこと。. 　□溝の深さが十分であること。 ６　後写鏡及び反写鏡
　□ブレーキの液量が十分であること。 ３　原動機 　□写影が不良でないこと。
　□空気圧力の上り具合が不良でないこと。 　□ラジェーター等の冷却装置から水漏れ ７　反射器及び自動車登録番号標又は車両
　□ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した 　   がないこと。 　　番号標
　　 場合にブレーキ・バルブからの排気音 　□冷却水の量が十分であること。 　□汚れ及び損傷がないこと。
　　 が正常であること。 　□ファン・ベルトの張り具合が適当であり、 ８　バッテリー
　□駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適 　　 かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 　□バッテリーの液量が適量であること。
      当であること。 　□エンジン・オイルの量が適当であること。 　□ターミナルの接続状態が不良でない
２　タイヤ ４　燃料装置 　   こと。
　□タイヤの空気圧が適当であること。 　□燃料の量が十分であること。 ９　エア・タンク

　□エア・タンクに擬水がないこと。
　□空気圧力が適当であること。
１０　前日の運行において異状が認められた箇所
　□当該箇所に異状がないこと。

（注）　点検内容について漏れなく点検チェックし、不良箇所には×印、異状のない箇所には○印を左端に記入する。

自　　動　　車　　運　　転　　日　　報

別紙第１

令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）曜日

　　時　　　　　　　　分

　　時　　　　　　　　分

　時間　　　　　　　　分

指示者（車両管理責任者）

運転手（車両管理員）

管理車両
運転区間 運行管理時間

キロ数 摘要
出発地 経由

運　行　前　点　検　記　録

５ ／ ６



／

契約相手方
（車 両 管 理 責 任 者）

指示・命令

契約相手方
（車　両　管　理　員）

６ ６

別紙第２

業　務　系　統　図

防　衛　研　究　所
（管理幹部又は管理係）

指　示 伺　い
日報の提出
（月　末）


